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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（1）連結経営指標等

回次 第11期中 第12期中 第13期中 第11期 第12期

会計期間

自平成18年
３月１日
至平成18年
８月31日

自平成19年
３月１日
至平成19年
８月31日

自平成20年
３月１日
至平成20年
８月31日

自平成18年
３月１日
至平成19年
２月28日

自平成19年
３月１日
至平成20年
２月29日

売上高 （千円） － － － － －

経常利益 （千円） － － － － －

中間（当期）純利益 （千円） － － － － －

純資産額 （千円） － － 1,484,550 － －

総資産額 （千円） － － 4,623,748 － －

１株当たり純資産額 （円） － － 259,083.94 － －

１株当たり中間（当期）

純利益
（円） － － － － －

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 32.1 － －

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） － － － － －

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） － － － － －

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） － － － － －

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高
（千円） － － － － －

従業員数

〔外、平均臨時雇用者

数〕

（名）
－

〔－〕

－

〔－〕

243

〔897〕　

－

〔－〕

－

〔－〕

　（注）１　第13期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりませ

ん。

２　第13期中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表

のみが連結対象となるため、中間連結損益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりま

せん。したがって、売上高、利益及びキャッシュ・フローに係る数値は、記載しておりません。
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（2）提出会社の経営指標等

回次 第11期中 第12期中 第13期中 第11期 第12期

会計期間

自平成18年
３月１日
至平成18年
８月31日

自平成19年
３月１日
至平成19年
８月31日

自平成20年
３月１日
至平成20年
８月31日

自平成18年
３月１日
至平成19年
２月28日

自平成19年
３月１日
至平成20年
２月29日

売上高 （千円） 1,509,595 2,715,896 3,813,917 3,504,179 5,948,822

経常利益 （千円） 149,513 72,208 273,210 280,557 320,263

中間（当期）純利益 （千円） 83,929 33,914 158,717 140,759 166,448

持分法を適用した場合の

投資利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 197,250 492,290 493,790 197,250 492,665

発行済株式総数 （株） 4,881 5,681 5,741 4,881 5,696

純資産額 （千円） 510,927 1,191,752 1,484,453 567,757 1,325,035

総資産額 （千円） 1,577,700 2,924,823 4,524,021 2,405,717 3,394,673

１株当たり純資産額 （円） 104,676.83 209,778.6 259,067.01 116,319.93 232,625.66

１株当たり中間（当期）

純利益
（円） 17,195.17 5,993.05 27,835.45 28,838.27 29,340.41

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益
（円） － 5,645.85 26,576.99 － 27,718.26

１株当たり配当額 （円） － － － － －

自己資本比率 （％） 32.4 40.7 32.8 23.6 39.0

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 227,385 195,131 650,652 430,807 564,480

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △365,018 △828,253 △994,620 △977,779 △1,209,086

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 127,053 599,570 658,150 604,176 673,220

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高
（千円） 324,258 358,490 728,663 392,041 415,633

従業員数

〔外、平均臨時雇用者

数〕

（名）
94

〔360〕

169

〔764〕

243

〔832〕　

124

〔490〕

168

〔802〕　　

　（注）１　売上高には消費税等が含まれておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、該当する関連会社が存在しないため記載しておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第11期中及び第11期は新株予約権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当社グループは、「お客様歓喜」を経営理念として、従来の飲食事業とは一味違った「非日常性」と「食へのこだわ

り」を基本的なコンセプトとして、マルチコンセプト（個店主義）戦略の下、自社グループで業態を開発し都心部及

び首都圏ターミナル駅を中心に、当社64店舗に加え連結子会社７店舗（平成20年８月31日現在）の飲食店を直営にて

展開しております。

　当社グループとしては、「内装」「空間」「コンセプト（物語）」「サービス」等あらゆるプロダクトを付加した

新たなブランド・業態を開発することにより、当社グループが経営する店舗間での相乗効果も活用して顧客を当社へ

シフトさせ、リピーターとして定着させていくことが重要と考えております。

　一般的に居酒屋チェーンやレストランチェーンは、少数のブランドを開発し、展開していく傾向にありますが、これ

に対し当社は、多様な市場ニーズに合わせた多数のブランドを開発し、出店候補地の実地調査やマーケティング分析

を行うとともに、細かい内装や価格帯の設定を継続的に行うことで、今後も引続き事業拡大に取り組む方針でありま

す。

　

　[事業系統図]
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３【関係会社の状況】

　当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の所有割
合又は被所有割
合（％）

関係内容

（連結子会社） 　  　  　

株式会社サンプール 東京都港区東新橋 10,000 飲食事業 100.0 役員の兼務　２名　

　（注）有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。

４【従業員の状況】

（1）連結会社の状況

　 平成20年８月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

　株式会社ダイヤモンドダイニング 243 (832)

　株式会社サンプール 0 (65)

　合計 243 (897)

　（注）１　当社グループは、事業の種類別セグメント情報の記載を省略していますので、会社別の従業員数を記載してお

ります。

２　従業員数は就業人員であります。

３　従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当中間連結会計期間平均雇用人員であります。

（2）提出会社の状況

　 平成20年８月31日現在

従業員数（名） 243　　(832)

　（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当中間会計期間平均雇用人員であります。

３　従業員数が当中間会計期間において75名増加しておりますが、主として店舗数増加に伴うものであります。

（3）労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

　当社グループの連結子会社は、みなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが連結対象と

なるため、これに伴い、（1）業績、（2）キャッシュ・フローにつきましては、当社の状況のみを記載しております。

（1）業績

  ①当中間会計期間の経営成績

　　当中間会計期間におけるわが国経済は、米国金融市場の不安定、原材料価格高、世界的な景気減速等の影響を受

　け、設備投資や輸出の減少幅が広がるなど景気の後退感が強まることとなりました。特に、個人消費は年金問題、

　後期高齢者医療制度、賃金の伸び悩みを背景に低迷状況が続くこととなりました。

　　外食業界におきましては、産地や賞味期限の偽装問題等により食の安全・安心に対する消費者の意識が高まり、

　同業他社や中食との競争の激化、労働力不足による人件費等の高騰及び原材料価格の高騰懸念等により、業界を取

　り巻く環境は、引き続き厳しい状況で推移しております。

　　このような環境の中、当社は平成20年６月30日に東京都心の駅前好立地に当社既存店と形態を同じくする店舗を

　有する株式会社サンプール（７店舗）の株式を100％取得し、連結子会社といたしました。新規店舗展開といたし

　ましては、首都圏ターミナル駅周辺への出店を中心に、当中間会計期間において11店舗の出店を行い、平成20年８

　月31日現在の店舗数は64店舗となり、新規店舗及び業態変更実施店舗共に概ね好調な業績で推移し更なる事業規模

　の拡大を図ってまいりました。

　　以上の結果、当中間会計期間における売上高は3,813百万円、営業利益は275百万円、経常利益は273百万円、中

　間純利益は158百万円となりました。

　

　②売上総利益

　　当中間会計期間の売上高は前中間会計期間と比較して40.4％増の3,813百万円となりました。これは既存店の売

　上高が順調であったことに加え、新規出店した11店舗の売上高が増収に寄与したこと等によるものであります。ま

　た、売上総利益は前中間会計期間と比較して42.0％増の2,845百万円となりました。

 

　③営業利益

　　販売費及び一般管理費は、前中間会計期間と比較して33.3％増の2,569百万円となりました。販売費及び一般管

　理費の売上高比率は、前中間会計期間の71.0％から67.4％と3.6％減少しております。これは、主として新規出店

　した11店舗が増収に寄与したことに加え、既存店の売上高が概ね計画どおり推移し、売上高対本部費割合が相対的

　に低下したこと等によるものであります。

　　以上の結果、営業利益は前中間会計期間と比較して262.3％増の275百万円となりました。

 

　④経常利益

　　営業外収益は15百万円となりました。これは、主として新規出店11店舗を行ったことに係る受取協賛金を14百万

　円を計上したこと等によるものであります。また、営業外費用は18百万円となりました。これは、支払利息を14百

　万円を計上したこと等によるものであります。

　　以上の結果、経常利益は前中間会計期間と比較して278.4％増の273百万円となりました。

 

　⑤中間純利益

　　当中間純利益は、前中間会計期間と比較して368.0％増の158百万円となりました。

（2）キャッシュ・フロー

　　当中間会計期間における当社の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・

　フローが650百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが994百万円の資金減、財務活動によるキャッシ

　ュ・フローが658百万円の資金増となりました。その結果、当中間会計期間末の資金残高は、前事業年度末と比較

　して313百万円増加し、当中間会計期間末には728百万円となりました。

　　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  　当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は650百万円となりました。これは、主として税引前中間

　純利益を272百万円計上したほか、継続的な新規出店のための設備投資に伴い減価償却費を148百万円計上したこ

　とに加え、仕入債務が205百万円及び未払費用が81百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
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  　当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は994百万円となりました。これは、主として新規出店に

　伴う有形固定資産の取得による支出231百万円、並びに差入保証金の差入による支出125百万円がそれぞれあったこ

　とに加え、投資有価証券の取得による支出152百万円及び関係会社株式の取得による支出477百万円があったこと等

　によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  　当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は658百万円となりました。これは、主として出店のため

　の長期借入れによる収入635百万円、長期借入金の返済による支出196百万円に加え、短期借入金の純増額が231百

　万円があったこと等によるものであります。

２【仕入及び販売の状況】

　当社グループの連結子会社は、みなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが連結対象と

なるため、これに伴い、（1）仕入実績、（2）販売実績につきましては、当社の状況のみを記載しております。

（1）仕入実績

　当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）における仕入実績を事業の種類別セグメントご

とに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間会計期間

仕入高（千円） 前年同期比（％）

飲食事業 971,447 35.8

合計 971,447 35.8

　（注）１　金額は、仕入価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（2）販売実績

　当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）における販売実績を事業の種類別セグメントご

とに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間会計期間

販売高（千円） 前年同期比（％）

飲食事業 3,813,917 40.4

合計 3,813,917 40.4

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３【対処すべき課題】

 当中間連結会計期間において当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】

　当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上重要な契約等の決定又は締結はありません。

５【研究開発活動】

　特記すべき事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間においては、販売の充実を目的として店舗展開のための設備投資を継続的に実施しております。

　当社グループでは、店舗展開の拡大及び収益基盤の拡大を図るため、総額399,999千円（内保証金等125,581千円）の

設備投資を実施いたしました。

　なお、当中間連結会計期間に、重要な影響を及ぼす設備の除却、売却等はありません。

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の
内容

帳簿価額（千円）
開店
年月

従業員数
（人）建物及び

構築物
車両運搬
具

工具器具
及び備品

合計

㈱ダイヤモンド

ダイニング　

九州男道

（東京都渋谷区恵比寿

西）

飲食事業 
店舗

設備 
14,092 － 3,946 18,039 平成20年

３月

３

(13)　

㈱ダイヤモンド

ダイニング　

爆麺 闇雲堂/こめぐに

（東京都港区赤坂） 
飲食事業

店舗

設備
14,961 － 1,153 16,115 平成20年

３月 

１

(６)　

㈱ダイヤモンド

ダイニング　

銀座樽丸

（千葉市美浜区ひび野）
飲食事業

店舗

設備 
36,620 － 1,828 38,449

平成20年

３月 

４

(23)　

㈱ダイヤモンド

ダイニング　

麺屋 はぐれ星

（東京都港区芝大門）
飲食事業

店舗

設備 
3,041 － 1,343 4,385 平成20年

４月

４

(１)　

㈱ダイヤモンド

ダイニング　

DON CONA CONERY

（東京都品川区東五反

田）

飲食事業
店舗

設備 
38,492 － 2,525 41,017 平成20年

４月

４

(26)　

㈱ダイヤモンド

ダイニング　

TIME SHOWER BREWERY

（東京都港区港南）
飲食事業

店舗

設備 
16,000 － 3,990 19,990 平成20年

５月

４

(10)　

㈱ダイヤモンド

ダイニング　

野生の風 

（東京都新宿区新宿）
飲食事業

店舗

設備 
4,948 － 4,983 9,931 平成20年

５月

３

(10)　

㈱ダイヤモンド

ダイニング　

上野 しのばず屋

切麦庵 

（東京都台東区上野） 

飲食事業
店舗

設備 
21,897 － 437 22,334 平成20年

６月

３

(10)　

㈱ダイヤモンド

ダイニング　

蒸し屋清郎

（東京都渋谷区神南）
飲食事業

店舗

設備 
8,715 － 7,098 15,813 平成20年

７月

２

(９)　

㈱ダイヤモンド

ダイニング　

黒達磨

（東京都港区新橋） 
飲食事業

店舗

設備 
13,550 － 2,442 15,993 平成20年

７月

２

(３)　

㈱ダイヤモンド

ダイニング　

九州男唄

（東京都千代田区神田駿

河台）

飲食事業
店舗

設備 
19,210 － 6,226 25,437 平成20年

８月

２

(15)　

　（注）１  金額に消費税等は含まれておりません。

        ２　帳簿価格には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。

        ３　現在休止中の設備はありません。

        ４　従業員数欄の〔外書〕 は、当中間連結会計期間における臨時従業員の各事業所平均雇用人数であります。

５　上記の他、主要なリース設備として、以下のものがあります。
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会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の内容 台数
リース
期間

年間リース料
（千円） 

リース契約残高
（千円） 

㈱ダイヤモンド

ダイニング　

九州男道

（東京都渋谷区恵比寿

西）

飲食事業 店舗設備等 一式 ５年 1,050 4,426

㈱ダイヤモンド

ダイニング

爆麺 闇雲堂/こめぐに 

（東京都港区赤坂） 
飲食事業 店舗設備等 一式 ５年 1,450 4,685

㈱ダイヤモンド

ダイニング

銀座樽丸

（千葉市美浜区ひび野）
飲食事業 店舗設備等 一式 ５年 3,440 13,761

㈱ダイヤモンド

ダイニング

麺屋 はぐれ星

（東京都港区芝大門）
飲食事業 店舗設備等 一式 ５年 113 565

㈱ダイヤモンド

ダイニング

DON CONA CONERY

（東京都品川区東五反

田）

飲食事業 店舗設備等 一式 ５年 3,501 15,595

㈱ダイヤモンド

ダイニング

TIME SHOWER BREWERY

（東京都港区港南）
飲食事業 店舗設備等 一式 ５年 1,501 7,506

㈱ダイヤモンド

ダイニング

野生の風 

（東京都新宿区新宿）
飲食事業 店舗設備等 一式 ５年 239 1,195

㈱ダイヤモンド

ダイニング

上野 しのばず屋 切麦庵 

（東京都台東区上野） 
飲食事業 店舗設備等 一式 ５年 1,451 8,225

㈱ダイヤモンド

ダイニング

蒸し屋清郎

（東京都渋谷区神南）
飲食事業 店舗設備等 一式 ５年 273 1,778

㈱ダイヤモンド

ダイニング

黒達磨

（東京都港区新橋） 
飲食事業 店舗設備等 一式 ５年 995 6,468

㈱ダイヤモンド

ダイニング

九州男唄

（東京都千代田区神田駿

河台）

飲食事業 店舗設備等 一式 ５年 389 2,952
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２【設備の新設、除却等の計画】

（1）重要な設備の新設等

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の
内容

投資予定金額
資金調達
方法 

着手及び完了
予定年月 完成後の

増加能力
(席数)総額

（千円）

既支払額
（千円）
　

着手年月
　

完了年月
　

㈱ダイヤモンド

ダイニング

GLASS DANCE

（横浜市西区南幸）
飲食事業　

店舗

設備
43,514 10,650

自己資金

・借入金

平成20年

７月　

平成20年

９月　
76

㈱ダイヤモンド

ダイニング

九州男酒

（東京都新宿区高田馬

場）

飲食事業
店舗

設備
36,974 30,000

自己資金

・借入金

平成20年

10月　

平成20年

10月　
125

㈱ダイヤモンド

ダイニング

聖橋 鳥福

（東京都千代田区神田

駿河台）

飲食事業
店舗

設備
31,344 －

自己資金

・借入金

平成20年

10月

平成20年

10月　
80

㈱ダイヤモンド

ダイニング

蔵仕込み 夢膳

（東京都港区愛宕）　
飲食事業

店舗

設備
20,508 －

自己資金

・借入金

平成20年

10月

平成20年

11月　
73

㈱ダイヤモンド

ダイニング

BEER GARAGE

（東京都港区東新橋）
飲食事業　

店舗

設備
26,525 －

自己資金

・借入金

平成20年

10月　

平成20年

11月　
93

㈱ダイヤモンド

ダイニング

博多 黒太鼓

（東京都港区浜松町）
飲食事業

店舗

設備
36,387 －

自己資金

・借入金

平成20年

10月　

平成20年

11月　
100

㈱ダイヤモンド

ダイニング

真骨鳥

（東京都港区新橋）
飲食事業

店舗

設備
21,864 －

自己資金

・借入金

平成20年

10月

平成20年

11月　
25

㈱ダイヤモンド

ダイニング

絵本の国のアリス

（東京都新宿区歌舞伎

町）

飲食事業　
店舗

設備
71,755 5,000

自己資金

・借入金

平成20年

10月　

平成20年

11月　
100

㈱ダイヤモンド

ダイニング

竜馬が如く/土佐ジロー

（東京都港区新橋）
飲食事業

店舗

設備
116,943 8,000

自己資金

・借入金

平成20年

10月　

平成20年

11月
142

㈱ダイヤモンド

ダイニング

Dear MARBLE　

（東京都武蔵野市吉祥

寺）

飲食事業　
店舗

設備
7,300 －

自己資金

・借入金

平成20年

10月　

平成20年

11月　
90

 （注） １．上記金額には、消費税は含まれておりません。

      　２．投資予定額には店舗貸借に係る保証金が含まれております。

      　３．「竜馬が如く」と「土佐ジロー」は同一物件内の複合店舗となりますので、２店舗合計の数値を記載し

　　　　　　ております。

  　４. 「GLASS DANCE」は平成20年９月３日、「九州男酒」は平成20年10月８日、「聖橋　鳥福」は平成20年10

　　　　月27日、「蔵仕込み　夢膳」は平成20年11月５日、「BEER GARAGE」は平成20年11月６日、「博多　黒太

　　　　鼓」は平成20年11月11日、「真骨鳥」は平成20年11月13日、「絵本の国のアリス」は平成20年11月14

　　　　日、「竜馬が如く」「土佐ジロー」は平成20年11月25日に開店しております。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 100,000

計 100,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成20年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月25日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,741 5,747
大阪証券取引所

ヘラクレス
－

計 5,741 5,747 － －

　（注）１　普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

　      ２　「提出日現在発行数」欄には、平成20年11月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により　

　　　　　　発行されたものは含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

（平成17年７月28日　臨時株主総会決議１）

　
中間会計期間末現在
（平成20年８月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年10月31日）

新株予約権の数（個） 213（注）１ 207（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 213（注）１、２ 207（注）１、２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000（注）３ 同左

新株予約権の行使期間
平成20年７月30日から

平成22年７月29日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　50,000

資本組入額　　　25,000
同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
取締役会の承認を要しま

す。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

　（注）１　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議から退職等の理由により権利を喪

失した者の当該数を減じております。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の１個当たりの新株予約権の行使により発行され

る株式の数は、次の算式により調整されるものとします。なお、かかる調整は、当該時点においてその者が新

株予約権を行使していない目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式は切

り捨てるものとします。

　 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３　発行価格は、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調

整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調

整するものとし、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行又は処分前の株価

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数

４　本新株予約権の権利行使時において、当会社又は将来当会社の子会社が設立された場合の当該子会社の取締

役又は従業員たる地位にあること又は事業推進上の関係者であることを要します。但し、本新株予約権者が

任期満了を理由に取締役を退任した場合、または、定年を理由に退職した場合及びグループ会社への転籍に

基づく退任・退職した場合で、取締役会が特に認めて本新株予約権者に書面で通知したときは、引続き本新

株予約権を退任・退職後２年間行使することができます。

本新株予約権の割当後権利行使時までに、禁錮刑以上の刑に処せられていないこと、当会社の就業規則によ

り降任・降格以上の制裁を受けていないこと、及び当会社所定の書面により本新株予約権の全部または一部

を放棄する旨を申し出ていないことを要します。

本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認められません。

その他の条件については新株予約権者と締結した「新株予約権割当契約書」によります。
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（平成17年７月28日　臨時株主総会決議２）

　
中間会計期間末現在
（平成20年８月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年10月31日）

新株予約権の数（個） 100 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 100（注）１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年３月６日から

平成21年３月５日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　50,000

資本組入額　　　25,000
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
取締役会の承認を要しま

す。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

　（注）１　当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の１個当たりの新株予約権の行使により発行される

株式の数は、次の算式により調整されるものとします。なお、かかる調整は、当該時点においてその者が新株

予約権を行使していない目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式は切り

捨てるものとします。

　 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

２　発行価格は、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調

整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調

整するものとし、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行又は処分前の株価

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数

３　本新株予約権の権利行使時において、当会社又は将来当会社の子会社が設立された場合の当該子会社の取締

役又は従業員たる地位にあること又は事業推進上の関係者であることを要します。但し、本新株予約権者が

任期満了を理由に取締役を退任した場合、または、定年を理由に退職した場合及びグループ会社への転籍に

基づく退任・退職した場合で、取締役会が特に認めて本新株予約権者に書面で通知をしたときは、引続き本

新株予約権を退任・退職後２年間行使することができます。

本新株予約権の割当後権利行使時までに、禁錮刑以上の刑に処せられていないこと、当会社の就業規則によ

り降任・降格以上の制裁を受けていないこと、及び当会社所定の書面により本新株予約権の全部または一部

を放棄する旨を申し出ていないことを要します。

その他の条件については新株予約権者と締結した「新株予約権割当契約書」によります。
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（平成18年２月23日　臨時株主総会決議）

　
中間会計期間末現在
（平成20年８月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年10月31日）

新株予約権の数（個） 30 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 30（注）１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 800,000（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
平成21年２月25日から

平成23年２月24日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 800,000

資本組入額　　 400,000
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
取締役会の承認を要しま

す。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

　（注）１　当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の１個当たりの新株予約権の行使により発行される

株式の数は、次の算式により調整されるものとします。なお、かかる調整は、当該時点においてその者が新株

予約権を行使していない目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式は切り

捨てるものとします。

　 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

２　発行価格は、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調

整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調

整するものとし、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行又は処分前の株価

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数

３　本新株予約権の権利行使時において、当会社又は将来当会社の子会社が設立された場合の当該子会社の取締

役又は従業員たる地位にあることを要します。但し、本新株予約権者が任期満了を理由に取締役を退任した

場合、または、定年を理由に退職した場合及びグループ会社への転籍に基づく退任・退職した場合で、取締役

会が特に認めて本新株予約権者に書面で通知したときは、引続き本新株予約権を退任・退職後２年間行使す

ることができます。

本新株予約権の割当後権利行使時までに、禁錮刑以上の刑に処せられていないこと、当会社の就業規則によ

り降任・降格以上の制裁を受けていないこと、及び当会社所定の書面により本新株予約権の全部または一部

を放棄する旨を申し出ていないことを要します。

本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認められません。

その他の条件については新株予約権者と締結した「新株予約権割当契約書」によります。
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（３）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年７月31日 42 5,738 1,050 493,715 1,050 483,715

平成20年８月31日 ３ 5,741 75 493,790 75 483,790

　（注）１　全て新株予約権行使による増加であります。

２　平成20年９月１日から平成20年10月31日までの間に、新株予約権（ストック・オプション）の行使により、発

行済株式総数が６株、資本金及び資本準備金がそれぞれ150千円増加しております。

（５）【大株主の状況】

　 平成20年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

松村　厚久 東京都台東区 2,515 43.8

株式会社松村屋 東京都台東区東上野４－４－９－907号 620 10.8

株式会社メディアシーク 東京都港区麻布台２－３－５ 186 3.2

ジャフコV1-B号投資事業有限責

任組合
東京都千代田区丸の内１－８－２ 169 2.9

根本　照夫 茨城県龍ヶ崎市 100 1.7

ジャフコV1-A号投資事業有限責

任組合
東京都千代田区丸の内１－８－２ 100 1.7

松村　佳子 東京都港区 70 1.2

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜２－４－６ 68 1.2

Net Capital Partners Limited

（常任代理人　株式会社三菱東京

UFJ銀行）

10/F,Westlands.Centre,20

Westlands Road,Quarry Bay,

Hong Kong

(東京都千代田区丸の内2-7-1)

60 1.0

三菱UFJキャピタル株式会社 東京都中央区京橋２－１４－１ 50 0.9

計 － 3,938 68.6
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

 普通株式　11
－

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式　5,730 5,730 同上

端株 － － －

発行済株式総数 5,741 － －

総株主の議決権 － 5,730 －

②【自己株式等】

　 平成20年８月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

(自己保有株式）

 ㈱ダイヤモンド

ダイニング

東京都港区東新橋

一丁目１番21号
11 － 11 0.2

計 － 11 － 11 0.2

２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高（円） 211,000 228,000 282,000 230,000 285,000 231,000

最低（円） 171,000 178,000 216,000 190,000 209,000 195,000

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

（1）当社グループの中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年

大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

（2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成

しております。

（3）当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）は、中間連結財務諸表の作成初年度である

ため、以下に掲げる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッ

シュ・フロー計算書については、前中間連結会計期間との対比は行っておりません。

　なお、当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表の

みが連結対象となるため、中間連結損益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

２．監査証明について

　当社グループ及び当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（自　平成20年

３月１日　至　平成20年８月31日）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年

８月31日）及び当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）の中間財務諸表について、優成監

査法人による中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

　 　
当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比
（％）

（資産の部） 　    

Ⅰ　流動資産 　    

１　現金及び預金 　  619,563  

２　売掛金 　  85,026  

３　有価証券 　  78,271  

４　たな卸資産 　  37,055  

５　前払費用 　  121,006  

６　その他 　  166,741  

貸倒引当金 　  △577  

流動資産合計 　  1,107,087 23.9

Ⅱ　固定資産 　    

１　有形固定資産 　    

（1）建物 　 1,987,960   

　　減価償却累計額 　 511,633 1,476,327  

（2）車両運搬具 　 2,929   

　　減価償却累計額 　 2,787 142  

（3）工具器具及び備品 　 383,986   

　　減価償却累計額 　 189,193 194,793  

（4）建設仮勘定 　  8,400  

有形固定資産合計 　  1,679,663 36.3

２　無形固定資産 　    

　（1）のれん 　  240,102  

　（2）その他 　  11,957  

　　無形固定資産合計 　  252,059 5.5

３　投資その他の資産 　    

（1）長期前払費用 　  65,473  

（2）差入保証金 　  1,263,122  

（3）その他 　  256,342  

投資その他の資産合計 　  1,584,937 34.3

固定資産合計 　  3,516,660 76.1

資産合計 　  4,623,748 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比
（％）

（負債の部） 　    

Ⅰ　流動負債 　    

１　買掛金 　  379,294  

２　短期借入金 　  231,595  

３　一年以内返済予定の長期借入金 　  448,982  

４　未払費用 　  275,524  

５　未払法人税等 　  137,242  

６　賞与引当金 　  20,295  

７　その他 　※１  379,910  

流動負債合計 　  1,872,844 40.5

Ⅱ　固定負債 　    

１　長期借入金 　  1,184,374  

２　その他 　  81,978  

固定負債合計 　  1,266,352 27.4

負債合計 　  3,139,197 67.9

　 　    

（純資産の部） 　    

Ⅰ　株主資本 　    

１　資本金 　  493,790 10.7

２　資本剰余金 　  483,790 10.5

３　利益剰余金 　  508,520 11.0

４　自己株式　 　  △2,413 △0.1

株主資本合計 　  1,483,687 32.1

Ⅱ　評価・換算差額等　 　    

　１　その他有価証券評価差額金 　  863  

　　　評価・換算差額等合計 　  863 0.0

純資産合計 　  1,484,550 32.1

負債純資産合計 　  4,623,748 100.0

　 　    

②【中間連結損益計算書】

　　　当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが

　　連結対象となるため、中間連結損益計算書は作成しておりません。

　

③【中間連結株主資本等変動計算書】

　　　当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが

　　連結対象となるため、中間連結株主資本等変動計算書は作成しておりません。

　

④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

　　　当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが

　　連結対象となるため、中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

１．連結の範囲に関する事項 （イ）連結子会社の数　１社

　　　子会社の名称　　株式会社サンプール

　　　当中間連結会計期間より連結子会社となりました。なお、中

　　間期末日をみなし取得日としているため、当中間連結会計期間

　　は貸借対照表のみ連結しております。

（ロ）非連結子会社の名称

　　　該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事

項

─────

３．連結子会社の中間決算日

等に関する事項

　連結子会社である株式会社サンプールの中間決算日は平成20年２

月29日であり、中間連結決算日と異なっております。

　中間連結財務諸表の作成に当たっては、この会社について中間連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しておりま

す。

４．会計処理基準に関する事

項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

　　　全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法に　

　　　より算定）によっております。（外貨建その他有価証券は、

　　　中間連結決算日直物為替相場により円換算し、換算差額は評

　　　価差額として処理しております。また、差額は全部純資産直

　　　入法により処理しております。)

　　　時価のないもの

　　　　移動平均法による原価法

　 ②　デリバティブ

　　　時価法

　 （2）たな卸資産の評価基準及び評価方法

　 　　原材料

　　　　最終仕入原価法による原価法

　 （3）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　　　定率法

　　　　なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

　　　　建物　　　　　　　　３～20年

　　　　車両運搬具　　　　　　　６年

　　　　工具器具及び備品　　２～20年

　 ②　無形固定資産

　　　定額法

　　　　なお、自社利用のソフトウェアの耐用年数は、社内にお

　　　ける利用可能期間（５年）によっております。

　 ③　長期前払費用

　　　定額法
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

　 （4）重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については

　　　貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

　　　別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しており

　　　ます。

　②　賞与引当金

　　　　従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当中間連

　　　結会計期間負担額を計上しております。

　 （5）重要なリース取引の処理方法

　　　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

　　　外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

　　　引に係る方法に準じた会計処理によっております。

　 （6）重要なヘッジ会計の方法

　①　ヘッジ会計の方法

　　　　特例処理の要件を満たす金利スワップについて、特例処理

　　　を採用しております。

　②　ヘッジ手段

　　　　金利スワップ

　③　ヘッジ対象

　　　　市場金利等の変動によりキャッシュ・フローが変動するも

　　　の（変動金利の借入金）

　④　ヘッジ方法

　　　　デリバティブ取引は金利の変動によるリスク回避を目的と

　　　しており、投機的な取引は行わない方針であります。デリバ

　　　ティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度

　　　額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者

　　　の承認を得て行っております。

　⑤　ヘッジの有効性評価の方法

　　　　金利スワップは特例処理の要件を満たしており、その判

　　　定をもって有効性の評価に代えております。

　 （7）その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　　　消費税等の会計処理

　　　　税抜方式

５．連結子会社の資産及び負

債に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採

用しております。

６．のれんの償却に関する事

項

　５年間の定額法により償却を行うこととしております。ただし、当

中間連結会計期間は、中間期末日が連結子会社のみなし取得日とな

るため、のれんは下期より償却いたします。

７．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

の範囲

　当中間連結会計期間は、貸借対照表のみが連結対象であるため、中

間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

※１．消費税等の取扱い　

　　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は、納税主体ご

　　　とに相殺の上、金額的重要性が乏しいため、流動

　　　負債の「その他」に含めて表示しております。　

（中間連結損益計算書関係）

　　　当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが

　　連結対象となるため、中間連結損益計算書は作成しておりません。

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

　　　当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが

　　連結対象となるため、中間連結株主資本等変動計算書は作成しておりません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが

　　連結対象となるため、中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
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（リース取引関係）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

　

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具及び
備品

524,254 190,702 333,552

合計 524,254 190,702 333,552

２．未経過リース料中間期末残高相当額

 
１年以内       102,847千円

１年超        238,222千円

合計        341,069千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

　　　中間連結損益計算書を作成していない

　　ため、記載を省略しております。 

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

 

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

 

　（減損損失について）

 　 　リース資産に配分された減損損失は

　　ありません。
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（有価証券関係）

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

債券 152,463 153,920 1,456

合計 152,463 153,920 1,456

２．その他有価証券で時価評価されていないもの

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 　 10,000

ＭＭＦ 78,271

合計 88,271

（デリバティブ取引関係）

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　当社グループは金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計が適用されているので、注記の対象

から除いております。

（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　当中間連結会計期間においてストック・オプションの付与を行っていないため該当事項はありません。

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　          当社グループは飲食事業単一であり、売上高及び営業利益の金額における事業の種類別セグメント情報の記

　　　　　載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　　　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。　

【海外売上高】

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　　　　　　海外売上高がないため、記載しておりません。　

　　　　

（１株当たり情報）

項目
当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

１株当たり純資産額      259,083円94銭

　（注）　当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみ

が連結対象となり、中間連結損益計算書を作成していないため、１株当たり中間純利益及び潜在株式調整後の

１株当たり中間純利益金額は、記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

　　   該当事項はありません。

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

　 　
前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１　現金及び預金 　  308,223   567,085   376,403  

２　売掛金 　  54,950   77,857   65,062  

３　有価証券 　  －   78,271   －  

４　原材料 　  28,203   35,324   32,472  

５　前払費用 　  82,778   112,277   102,718  

６　その他 　  90,768   150,315   115,620  

貸倒引当金 　  △423   △619   △649  

流動資産合計 　  564,500 19.3  1,020,512 22.6  691,628 20.4

Ⅱ　固定資産 　          

１　有形固定資産
※１
　

         

（1）建物 　 1,045,926   1,791,818   1,580,610   

　　減価償却累計額 　 － 1,045,926  394,291 1,397,527  285,096 1,295,514  

（2）工具器具及び備
品

　 187,518   355,502   301,985   

　　減価償却累計額 　 － 187,518  169,621 185,880  133,825 168,160  

（3）建設仮勘定 　  62,264   8,400   83,991  

（4）その他 　  166   142   159  

有形固定資産合計 　  1,295,877 44.3  1,591,950 35.2  1,547,826 45.6

２　無形固定資産 　  11,808 0.4  11,366 0.2  12,249 0.3

３　投資その他の資産 　          

（1）関係会社株式 　  －   477,805   －  

（2）長期前払費用 　  56,053   60,729   49,304  

（3）差入保証金 　  949,321   1,139,571   1,037,067  

（4）その他 　  47,262   222,086   56,597  

投資その他の資産
合計

　  1,052,637 36.0  1,900,192 42.0  1,142,969 33.7

固定資産合計 　  2,360,322 80.7  3,503,508 77.4  2,703,045 79.6

資産合計 　  2,924,823 100.0  4,524,021 100.0  3,394,673 100.0
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前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１　買掛金 　  134,084   343,635   137,654  

２　短期借入金 　  40,000   231,595   －  

３　一年以内返済予定の
長期借入金 

　  319,080   436,982   330,110  

４　未払費用 　  180,353   266,227   184,470  

５　未払法人税等 　  49,586   137,178   139,365  

６　賞与引当金 　  13,697   20,295   14,062  

７　その他
※２
　

 149,605   345,445   321,537  

流動負債合計 　  886,407 30.3  1,781,360 39.4  1,127,200 33.2

Ⅱ　固定負債 　          

１　長期借入金 　  736,970   1,184,374   852,320  

２　その他 　  109,693   73,832   90,117  

固定負債合計 　  846,663 28.9  1,258,206 27.8  942,437 27.8

負債合計 　  1,733,071 59.3  3,039,567 67.2  2,069,638 61.0

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１　資本金 　  492,290 16.8  493,790 10.9  492,665 14.5

２　資本剰余金 　          

（1）資本準備金 　 482,290   483,790   482,665   

資本剰余金合計 　  482,290 16.5  483,790 10.7  482,665 14.2

３　利益剰余金 　          

（1）その他利益剰余
金

　          

  　別途積立金 　 600   600   600   

繰越利益剰余金 　 216,572   507,823   349,105   

利益剰余金合計 　  217,172 7.4  508,423 11.2  349,705 10.3

４　自己株式　 　  － －  △2,413 △0.1  － －

株主資本合計 　  1,191,752 40.7  1,483,590 32.8  1,325,035 39.0

Ⅱ　評価・換算差額等　 　          

　１　その他有価証券評価
差額金

　  －   863   －  

　評価・換算差額等合計 　  － －  863 0.0  － －

純資産合計 　  1,191,752 40.7  1,484,453 32.8  1,325,035 39.0

負債純資産合計 　  2,924,823 100.0  4,524,021 100.0  3,394,673 100.0
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②【中間損益計算書】

　 　
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  2,715,896 100.0  3,813,917 100.0  5,948,822 100.0

Ⅱ　売上原価 　  711,268 26.2  968,151 25.4  1,529,153 25.7

売上総利益 　  2,004,627 73.8  2,845,766 74.6  4,419,669 74.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　  1,928,476 71.0  2,569,906 67.4  4,099,690 68.9

営業利益 　  76,151 2.8  275,859 7.2  319,979 5.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  26,594 1.0  15,961 0.4  49,629 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  30,537 1.1  18,610 0.5  49,344 0.8

経常利益 　  72,208 2.7  273,210 7.2  320,263 5.4

Ⅵ　特別利益 　  148 0.0  30 0.0  － －

Ⅶ　特別損失 ※３  4,502 0.2  424 0.0  5,463 0.1

税引前中間（当
期）純利益

　  67,853 2.5  272,816 7.2  314,800 5.3

法人税、住民税及び
事業税

　 42,484   126,798   172,881   

法人税等調整額 　 △8,545 33,938 1.2 △12,699 114,099 3.0 △24,528 148,352 2.5

中間（当期）純利
益

　  33,914 1.2  158,717 4.2  166,448 2.8
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）

　 株主資本 

純資産合計

　

 資本金

 資本剰余金 利益剰余金 

株主資本
合計

　
資本準備
金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計

　
別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年２月28日残高（千円） 197,250 187,250 187,250 600 182,657 183,257 567,757 567,757

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 295,040 295,040 295,040   － 590,080 590,080

中間純利益     33,914 33,914 33,914 33,914

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

295,040 295,040 295,040 － 33,914 33,914 623,994 623,994

平成19年８月31日残高（千円） 492,290 482,290 482,290 600 216,572 217,172 1,191,752 1,191,752

当中間会計期間（自平成20年３月１日　至平成20年８月31日）

　 株主資本 
評価・換算差額

等

純資産合
計

　

 資本金

 資本剰余金 利益剰余金 

自己株
式

株主資本
合計

その他
有価証
券評価
差額金
　

評価・
換算差
額金等
合計　

　

資本準
備金

資本剰
余金合
計

その他利益剰余金 
利益剰
余金合
計　

別途積
立金

繰越利
益剰余
金

平成20年２月29日残高
（千円）

492,665 482,665 482,665 600 349,105 349,705 － 1,325,035 － － 1,325,035

中間会計期間中の変動額            

新株予約権の行使によ
る新株の発行

1,125 1,125 1,125   － － 2,250 － － 2,250

自己株式の取得       △2,413 △2,413   △2,413

中間純利益     158,717 158,717  158,717   158,717

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額　

        863 863 863

中間会計期間中の変動額
合計
（千円）

1,125 1,125 1,125 － 158,717 158,717 △2,413 158,554 863 863 159,417

平成20年８月31日残高
（千円）

493,790 483,790 483,790 600 507,823 508,423 △2,413 1,483,590 863 863 1,484,453

前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

　 株主資本

純資産合計

　

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

　
資本準備
金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計

　
別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成19年２月28日残高（千円） 197,250 187,250 187,250 600 182,657 183,257 567,757 567,757

事業年度中の変動額         

　新株の発行 295,415 295,415 295,415   － 590,830 590,830

当期純利益     166,448 166,448 166,448 166,448

事業年度中の変動額合計（千円） 295,415 295,415 295,415 － 166,448 166,448 757,278 757,278

平成20年２月29日残高（千円） 492,665 482,665 482,665 600 349,105 349,705 1,325,035 1,325,035
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

　    

１　税引前中間（当期）純利益 　 67,853 272,816 314,800

２　減価償却費 　 103,510 148,937 245,123

３　貸倒引当金の増減額（△減少
額）

　 △148 △30 78

４　賞与引当金の増加額 　 4,103 6,232 4,468

５　受取利息 　 △407 △379 △8,744

６　支払利息 　 9,595 14,814 22,470

７　固定資産除却損 　 381 424 1,342

８　未払費用の増加額 　 62,417 81,776 66,577

９　前受収益の増減額（△増加額） 　 13,735 △5,540 11,661

10　売上債権の増加額 　 △17,224 △12,794 △27,337

11　たな卸資産の増加額 　 △3,748 △2,851 △8,017

12　仕入債務の増加額 　 41,733 205,981 45,303

13　その他 　 49,134 85,381 79,868

小計 　 330,936 794,767 747,597

14　利息及び配当金の受取額 　 407 379 8,744

15　利息の支払額 　 △9,644 △14,320 △22,811

16　法人税等の支払額 　 △126,568 △130,174 △169,049

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

　 195,131 650,652 564,480
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前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

　    

１　定期預金の純増減額 　 △600 △600 △1,200

２　有形固定資産の取得による支出 　 △568,814 △231,437 △850,829

３　投資有価証券の取得による支出 　 － △152,463 －

４　関係会社株式の取得による支出 　 － △477,805 －

５　差入保証金の差入による支出 　 △229,599 △125,581 △317,485

６　差入保証金の回収による収入 　 10,701 － 10,841

７　長期前払費用の増加額 　 △21,481 △1,761 △26,613

８　その他 　 △18,459 △4,971 △23,799

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

　 △828,253 △994,620 △1,209,086

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

　    

１　短期借入金の純増減額 　 40,000 231,595 －

２　長期借入れによる収入 　 470,000 635,000 845,000

３　長期借入金の返済による支出 　 △474,480 △196,074 △723,100

４　割賦未払金の支払額 　 △13,110 △12,187 △26,221

５　株式の発行による収入 　 577,161 2,250 590,830

６　自己株式取得による支出 　 － △2,413 －

７　その他 　 － △20 △13,288

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

　 599,570 658,150 673,220

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

　 － △1,151 △5,022

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△
減少額）

　 △33,551 313,030 23,591

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 392,041 415,633 392,041

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※１ 358,490 728,663 415,633
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１. 資産の評価基準及び評

価方法

子会社株式

─────

その他有価証券

─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの

  移動平均法による原価法

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定）に

よっております。(外貨建その他

有価証券は、中間決算日直物為替

相場により円換算し、換算差額は

評価差額として処理しておりま

す。また、差額は全部純資産直入

法により処理しております。)

時価のないもの

同左

子会社株式

─────

その他有価証券

─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの

同左

　 デリバティブ

時価法 

デリバティブ 

同左

デリバティブ 

同左

　 原材料

最終仕入原価法による原価法

原材料

同左

原材料

同左

２. 固定資産の減価償却の

方法

有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。　

有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

 建物　　　　　　　２～20年

車両運搬具　　　　　　６年

工具器具及び備品　２～20年

建物　　　　　　　３～20年

車両運搬具　　　　　　６年

工具器具及び備品　２～20年

建物　　　　　　　２～20年

車両運搬具　　　　　　６年

工具器具及び備品　２～20年

 無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェア

の耐用年数は、社内における利用

可能期間（５年）によっており

ます。

無形固定資産

同左

　

無形固定資産 

同左

　

 長期前払費用

定額法

長期前払費用

同左

長期前払費用 

同左

３. 繰延資産の処理方法 株式交付費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

株式交付費

同左

 

株式交付費

同左

 

４. 引当金の計上基準 貸倒引当金 

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込み額

を計上しております。 

貸倒引当金 

同左

貸倒引当金  

同左

 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えて、

賞与支給見込額の当中間会計期

間負担額を計上しております。

賞与引当金

同左

賞与引当金 

　従業員の賞与の支給に備えて、

賞与支給見込額の当期負担額を

計上しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ダイヤモンドダイニング(E05673)

半期報告書

32/45



項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

５. リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左

６. ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについて、特例処理を採用

しております。

ヘッジ会計の方法

同左

ヘッジ会計の方法 

同左

 ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ手段

同左

ヘッジ手段 

同左

 ヘッジ対象

　市場金利等の変動によりキャッ

シュ・フローが変動するもの

（変動金利の借入金）

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左

 ヘッジ方針

　デリバティブ取引は金利の変動

によるリスク回避を目的として

おり、投機的な取引は行わない方

針であります。デリバティブ取引

の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社

内ルールに従い、資金担当部門が

決裁担当者の承認を得て行って

おります。

ヘッジ方針

同左

ヘッジ方針 

同左

 ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップは特例処理の要件

を満たしており、その判定をもっ

て有効性の評価に代えておりま

す。

ヘッジの有効性評価の方法

同左

ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

７. 中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。

同左 同左

　

８. その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理 

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（固定資産の減価償却方法の変更）

 当中間会計期間から、平成19年度の法人税

法の改正((所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日　法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正する政令　平成19年３

月30日政令第83号))に伴い、平成19年４月１

日以降に取得したものについては、改正後の

法人税法に基づく方法に変更しております。

　なお、この変更による当中間会計期間の利

益に与える影響は軽微であります。

───── （固定資産の減価償却方法の変更）

当事業年度から、平成19年度の法人税法の

改正((所得税法等の一部を改正する法律平成

19年３月30日　法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令　平成19年３月30日

政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に

取得したものについては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。

　なお、この変更による当事業年度の利益に与

える影響は軽微であります。 

表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

────── 　前中間会計期間まで、減価償却累計額について直接法で処理しておりま

したが、貸借対照表をより明瞭に表示するため、当中間会計期間より、間

接法に変更して減価償却累計額を表示しております。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度末
（平成20年２月29日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

283,053千円

───── 

　

───── 

※２．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示して

おります。

※２．消費税等の取扱い

同左

───── 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取協賛金 24,109千円 受取協賛金     14,319千円 受取協賛金     36,604千円

 

※２．営業外費用のうち主要なもの

 

※２．営業外費用のうち主要なもの

 

※２．営業外費用のうち主要なもの

営業外支払手数料 14,204千円

支払利息 9,595千円

営業外支払手数料 187千円

支払利息 14,814千円

営業外支払手数料    14,575千円

支払利息　 22,470千円

 

※３. 特別損失のうち主要なもの

 

※３. 特別損失のうち主要なもの

 

※３. 特別損失のうち主要なもの

原状回復費 4,120千円 固定資産除却損      424千円 固定資産除却損     1,342千円

原状回復費　 4,120千円

 

　４．減価償却実施額

 

　４．減価償却実施額

 

　４．減価償却実施額

有形固定資産 101,692千円

無形固定資産 1,817千円

有形固定資産    146,278千円

無形固定資産      2,658千円

有形固定資産    240,329千円

無形固定資産      4,793千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

　
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 4,881 800 － 5,681

合計 4,881 800 － 5,681

　（注）　普通株式の増加800株は、新株式発行（有償一般募集）による増加であります。

２．新株予約権等に関する事項

　新株予約権を会社法施行前に付与しております。当中間会計期間に係る新株予約権の変動状況は注記事項

「ストック・オプション等関係」をご参照ください。

３．配当に関する事項

  該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 (注１) 5,696 45 － 5,741

合計 5,696 45 － 5,741

自己株式     

普通株式 (注２) － 11 － 11

合計 － 11 － 11

　（注）１　普通株式の45株の増加は、新株予約権（ストック・オプション）の行使に伴う普通株式45株による増加で

          　あります。

　　　　２　普通株式の自己株式の11株の増加は、すべて市場からの買取によるものであります。

　

２．新株予約権等に関する事項

新株予約権を会社法施行前に付与しております。

　

３．配当に関する事項

 　 該当事項はありません

　

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

　
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 4,881 815 － 5,696

合計 4,881 815 － 5,696

　（注）　普通株式の815株の増加は、公募増資のための新株発行に伴う普通株式800株及び新株予約権（ストック・オ

　　　　　プション）の行使に伴う普通株式15株による増加であります。

２．新株予約権等に関する事項

　新株予約権を会社法施行前に付与しております。当事業年度に係る新株予約権の変動状況は注記事項「ス

トック・オプション等関係」をご参照ください。
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３．配当に関する事項 

 　 該当事項はありません。

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び預金 308,223千円

預入期間３ヶ月超の

定期預金
△2,200 〃

その他流動資産（預

け金）
52,467 〃

現金及び現金同等物 358,490千円

現金及び預金 567,085千円

有価証券(ＭＭＦ) 78,271 〃

預入期間３ヶ月超の

定期預金
△3,400 〃

その他流動資産（預

け金）
86,707 〃

現金及び現金同等物 728,663千円

現金及び預金 376,403千円

預入期間３ヶ月超の

定期預金
△2,800 〃

その他流動資産（預

け金）
42,029 〃

現金及び現金同等物 415,633千円
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

　

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具及び
備品

362,468 88,725 273,742

合計 362,468 88,725 273,742

　

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具及び
備品

510,405 178,514 331,891

合計 510,405 178,514 331,891

　

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

工具器具及び
備品

470,530 130,734 339,796

合計 470,530 130,734 339,796

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

   
１年以内 71,415千円

１年超 207,512千円

合計 278,927千円

１年以内       101,590千円

１年超        237,766千円

合計        339,356千円

１年以内     93,463千円

１年超 252,807千円

合計 346,270千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

支払リース料 36,537千円

減価償却費相当額 32,779千円

支払利息相当額 4,242千円

支払リース料       54,543千円

減価償却費相当額       50,590千円

支払利息相当額      4,915千円

支払リース料 81,373千円

減価償却費相当額 74,787千円

支払利息相当額 8,963千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

 

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　 同左 

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　 同左 

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

 

５．利息相当額の算定方法

　　　　　　　 同左 

５．利息相当額の算定方法

　　　　　　　 同左  

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

（減損損失について）

 　　　　　　　  同左 

（減損損失について）

 　　　　　　　  同左 
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（有価証券関係）

前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

 前中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 10,000

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　　　中間連結財務諸表の注記事項（有価証券関係）に記載しているため、記載しておりません。なお、当中間会

　　計期間において、子会社株式で時価のあるものはありません。

　

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 前事業年度貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券　  

非上場株式 10,000

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

　当社は金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計が適用されているので、注記の対象から除い

ております。

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　中間連結財務諸表の注記事項（デリバティブ取引関係）に記載しているため、記載しておりません。

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

　当社は金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計が適用されているので、注記の対象から除い

ております。

（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

　当中間会計期間においてストック・オプションの付与を行っていないため該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　中間連結財務諸表の注記事項（ストック・オプション等関係）に記載しているため、記載しておりません。　

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（1）ストック・オプションの内容

 
平成17年

ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

付与日 平成17年７月30日 平成17年７月30日 平成18年２月25日

付与対象者の区分

当社の取締役　　　　３名 

当社の従業員　　　　25名 
事業推進上の関係者　３名 

事業推進上の関係者　２名 当社の従業員　　　　４名 

ストック・オプション数 普通株式         　285株 普通株式　         115株 普通株式　          30株 
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平成17年

ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

権利確定条件

　本新株予約権の権利行使時

において、当会社又は、将来

当会社の子会社が設立され

た場合の当該子会社の取締

役又は従業員たる地位にあ

たること又は事業推進上の

関係者であることを要しま

す。但し、本新株予約権者が

任期満了を理由に取締役を

退任した場合、または、定年

を理由に退職した場合及び

グループ会社への転籍に基

づく退任・退職した場合で、

取締役会が特に認めて本新

株予約権者に書面で通知し

たときは、引続き本新株予約

権を退任・退職後２年間行

使することができます。

　本新株予約権の割当後当権

利行使までに、禁固刑以上の

刑に処されていないこと、当

会社の就業規則により降任

・降格以上の制裁を受けて

いないこと、及び当会社所定

の書面により本新株予約権

の全部まはた一部を放棄す

る旨を申し出ていないこと

を要します。

　本新株予約権者の相続人に

よる本新株予約権の行使は

認められません。

　その他の条件については、

新株予約権者と締結した

「新株予約権割当契約」に

定めるところによります。

　本新株予約権の権利行使時

において、当会社又は、将来

当会社の子会社が設立され

た場合の当該子会社の取締

役又は従業員たる地位にあ

たること又は事業推進上の

関係者であることを要しま

す。但し、本新株予約権者が

任期満了を理由に取締役を

退任した場合、または、定年

を理由に退職した場合及び

グループ会社への転籍に基

づく退任・退職した場合で、

取締役会が特に認めて本新

株予約権者に書面で通知し

たときは、引続き本新株予約

権を退任・退職後２年間行

使することができます。

　本新株予約権の割当後当権

利行使までに、禁固刑以上の

刑に処されていないこと、当

会社の就業規則により降任

・降格以上の制裁を受けて

いないこと、及び当会社所定

の書面により本新株予約権

の全部まはた一部を放棄す

る旨を申し出ていないこと

を要します。

　その他の条件については、

新株予約権者と締結した

「新株予約権割当契約」に

定めるところによります。

 

 

　本新株予約権の権利行使時

において、当会社又は、将来

当会社の子会社が設立され

た場合の当該子会社の取締

役又は従業員たる地位にあ

たること又は事業推進上の

関係者であることを要しま

す。但し、本新株予約権者が

任期満了を理由に取締役を

退任した場合、または、定年

を理由に退職した場合及び

グループ会社への転籍に基

づく退任・退職した場合で、

取締役会が特に認めて本新

株予約権者に書面で通知し

たときは、引続き本新株予約

権を退任・退職後２年間行

使することができます。

　本新株予約権の割当後当権

利行使までに、禁固刑以上の

刑に処されていないこと、当

会社の就業規則により降任

・降格以上の制裁を受けて

いないこと、及び当会社所定

の書面により本新株予約権

の全部まはた一部を放棄す

る旨を申し出ていないこと

を要します。

　本新株予約権者の相続人に

よる本新株予約権の行使は

認められません。

　その他の条件については、

新株予約権者と締結した

「新株予約権割当契約」に

定めるところによります。

権利行使期間
平成20年７月30日から
平成22年７月29日まで

平成19年３月６日から
平成21年３月５日まで

平成21年２月25日から
平成23年２月24日まで

権利行使価格（円） 50,000 50,000 800,000

備考 

  前事業年度末現在におい

て付与対象者の区分及び人

数は当社取締役３名、当社従

業員18名、事業推進上の関係
者３名、株式数は261株に
なっております。 

　前事業年度末現在において

付与対象者の区分及び人数

は事業推進上の関係者１名、

株式数は100株になっており
ます。　

　

EDINET提出書類

株式会社ダイヤモンドダイニング(E05673)

半期報告書

39/45



（持分法損益等）

 前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

 　該当事項はありません。

 当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

 　該当事項はありません。

 前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 209,778円60銭      259,067円01銭  232,625円66銭

１株当たり中間（当期）純利益 5,993円05銭      27,835円45銭 29,340円41銭

潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益  

5,645円85銭      26,576円99銭 27,718円26銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

項目
前中間会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間損益計算書（損益計算書）上の中間

（当期）純利益
33,914 158,717 166,448

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
33,914 158,717 166,448

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式の期中平均株式数（株） 5,659 5,702 5,673

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益 
   

中間（当期）純利益調整額 － － －

普通株式増加数（株） 348 270 332

（うち新株予約権） (348) (270) (332)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

　新株予約権１種類

（新株予約権の数合計

30個）

　新株予約権１種類

（新株予約権の数合計

30個）

　新株予約権１種類

（新株予約権の数合計

30個）

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　該当事項はありません。 同左 同左

（２）【その他】

    該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】

　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（1）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第12期）（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）平成20年５月28日関東財務局長に提出

（2）自己株券買付状況報告書

　　 報告期間（自　平成20年８月６日　至　平成20年８月31日）平成20年９月８日関東財務局長に提出

　　 報告期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年９月30日）平成20年10月10日関東財務局長に提出

　　 報告期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年10月31日）平成20年11月10日関東財務局長に提出

EDINET提出書類

株式会社ダイヤモンドダイニング(E05673)

半期報告書

41/45



第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成20年11月18日

株式会社ダイヤモンドダイニング  

 取締役会　御中    

 優成監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 加藤　善孝　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 本間　洋一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ダイヤモンドダイニングの平成20年３月１日から平成21年２月28日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成20年３月１日から平成20年８月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表について中間監査を

行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ダイヤモンドダイニング及び連結子会社の平成20年８月31日現在の財政状態に関する有用な情報を表

示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以 上 

　

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成19年11月22日

株式会社ダイヤモンドダイニング  

 取締役会　御中    

 優成監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 加藤　善孝　　印

 業務執行社員  公認会計士 本間　洋一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ダイヤモンドダイニングの平成19年３月１日から平成20年２月29日までの第12期事業年度の中間会計期間

（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中

間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。

　

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表作成基準に準拠し

て、株式会社ダイヤモンドダイニングの平成19年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平

成19年３月１日から平成19年８月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以 上 

　

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成20年11月18日

株式会社ダイヤモンドダイニング  

 取締役会　御中    

 優成監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 加藤　善孝　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 本間　洋一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ダイヤモンドダイニングの平成20年３月１日から平成21年２月28日までの第13期事業年度の中間会計期間（平成

20年３月１日から平成20年８月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本

等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社ダイヤモンドダイニングの平成20年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成20

年３月１日から平成20年８月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以 上 

　

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。
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